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�愛媛県告示第１１５３号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第１１８条の

規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官候

補生の募集期間を次のとおり告示する。

平成２８年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 男子（平成２８年度３・４月採用分（追加募集））

平成２８年１１月７日（月）から

１１月２５日（金）まで

�愛媛県告示第１１５４号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成２８年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 自衛官候補生の追加募集………………………………………………………………………………………………………………………………（総務管理課）…８３６

○ 自衛官候補生の採用試験………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…８３６

○ 落札者等の告示………………………………………………………………………………………………………………………………………………（税務課）…８３７

○ 指定自立支援医療機関の指定…………………………………………………………………………………………………………………………（健康増進課）…８３７

○ 地籍調査の成果の認証………………………………………………………………………………………………………………………………………（農政課）…８３７

○ 農用地利用配分計画の認可………………………………………………………………………………………………（農産園芸課担い手・農地保全対策室）…８３７

○ 保安林の指定施業要件の変更（２件）………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…８３７

○ 加入区の設定（養殖共済）…………………………………………………………………………………………………………………………………（漁政課）…８３８

○ 製造の請負等に係る競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する要綱の一部改正………………………………………………………………（会計課）…８３８

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…８３９

○ 指定障害児通所支援事業者の指定………………………………………………………………………………………………………（中予地方局地域福祉課）…８４０

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…８４０

○ 指定居宅介護支援事業者の指定…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…８４０

○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…８４０

○ 土地改良区役員の就退任の届出……………………………………………………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課）…８４１

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…８４１

○ 道路の供用開始（県道鳥井喜木津線）…………………………………………………………………………………………（南予地方局八幡浜土木事務所）…８４１

公 告

○ 平成２９年度から平成３１年度までにおいて県が発注する製造の請負、物件の売買、役務の提供その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札

に参加する者に必要な資格並びにその審査の申請の時期及び方法等…………………………………………………………………………………（会計課）…８４２

教育委員会規則

○ 愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則………………………………………………（高校教育課）…８４４

教育委員会告示

○ 平成２９年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項………………………………………………………………………………………………（高校教育課）…８４６

○ 平成２９年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項…………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…８５０

○ 平成２９年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項……………………………………………………………………………（特別支援教育課）…８５２

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第２８１８号 平成２８年１０月２１日

平成２８年１０月２１日金曜日 第２８１８号

愛 媛 県 報

８３６



��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第１１５７号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２８年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

四国中央市 土居町上野・畑
野の一部

平成２６年度から
平成２７年度まで

四国中央市（土居
町上野・畑野の一
部）の地籍図及び
地籍簿

２ 認証年月日

平成２８年１０月２１日

�������
�愛媛県告示第１１５８号
平成２８年９月１２日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

平成２８年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

渡部 孝志 愛媛県松山市安城寺
町１３４５番地２

愛媛県松山市太山寺
町甲６４７番乙ほか１０
筆

５，８４８．３

農事組合法人
たいよう農園

愛媛県大洲市野佐来
１６２番地２０

愛媛県大洲市喜多山
２０２番ほか８筆 ４１，４９２

株式会社
美砥里

愛媛県伊予郡砥部町
岩谷口５６２番地

愛媛県伊予郡砥部町
岩谷口７６２番ほか５
筆

１４，５０２

２ 認可年月日

平成２８年１０月１２日

�������
�愛媛県告示第１１５９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２８年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町僧都８５４、８５５の１、８５５の２、８８０、８９０

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

�愛媛県告示第１１５５号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２８年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１５６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２８年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成２８年１２月３日（土）
平成２８年１２月４日（日）

松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

税制改正に伴う県税システ
ム改修業務委託事業

愛媛県総務部行財政改
革局税務課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成２８年９月２６日
日本電気株式会社松山支
店
愛媛県松山市一番町一丁
目１５番地２

６９，０５３，０４０円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第２号の規定による。

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

にこにこ薬局大町店 西条市大町６４３番地２ 古野 翼 精神通院医療（薬
局）

平成２８年
１０月１日

ホリバタ薬局 宇和島市広小路１番２８号 愛ファーマシー株式会社 精神通院医療（薬
局）

平成２８年
１０月３日

愛 媛 県 報平成２８年１０月２１日 第２８１８号

８３７
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次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び愛南

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１６０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２８年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘和口９１７の１（次の図に示す部分に限

る。）、９４１、９５２から９５４まで、９６７、９６８、９７１から９７３まで、

９７４の１、９７４の２、１１３４、１１３５、１１５０、１１５１、１１５３、１１５４

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘長月２４６３（次の図に示す部分に限る。）、

２４５９、２４６０の１、２４６０の２、２４６１、２４６２、２４６４、２４６５の３、２４

６７、２６１８、御荘菊川５４５の１から５４５の９まで、１４２１、１４２４の１、

１４２４の２、１４２８、１４３１、１４３２

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘長月２２１０の１、２２１０の６、２２１４、２２１５、

２２１６の１、２２１７、２２１８

� 保安林として指定された目的

干害の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１６１号
漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第３項の規定に

より、一定の水域を次のように定める。

平成２８年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１年貝真珠養殖業又は２年貝真珠養殖業

�愛媛県告示第１１６２号
製造の請負等に係る競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成８年２月愛媛県告示第１９２号）の一部を次のように改正し、

告示の日から施行する。

改正後の製造の請負等に係る競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する要綱の規定は、平成２９年度以後の製造の請負等に係る競争入

札に参加する者に必要な資格及び資格審査について適用し、平成２８年度の製造の請負等に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格

審査については、なお従前の例による。

平成２８年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

加入区の名称 区 域

伊予灘第１２加入区 伊区第１３号漁業権漁場の区域

伊予灘第１３加入区 伊区第１４号漁業権漁場の区域

改 正 後 改 正 前

（資格）

第２条 省略

２ 前項の規定による審査（以下「資格審査」という。）は、次に

掲げる要件の全て を満たす者でなければ、受けることができな

い。

�・� 省略

（資格審査の申請）

（資格）

第２条 省略

２ 前項の規定による審査（以下「資格審査」という。）は、次に

掲げる要件のすべてを満たす者でなければ、受けることができな

い。

�・� 省略

� 個人の県民税及び市町村民税（給与所得に係るものに限る。

以下「個人住民税」という。）の特別徴収の対象となる者に給

与の支払を行っている場合にあっては、当該特別徴収を実施し

ていること。

（資格審査の申請）

愛 媛 県 報平成２８年１０月２１日 第２８１８号

８３８
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�愛媛県告示第１１６３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

神戸・橘一部土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２８年１０月２１日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

就 任

退 任

第３条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。ただし、国内に事務所又は事業所を有しない者にあっては、

第３号から第５号までに掲げる書類を添付しないことができる。

�～� 省略

� 県税（地方消費税を除く。）及び地方法人特別税について未

納がない旨の証明書

� 省略

様式第１号（第３条関係） 競争入札参加資格審査申請書

第３条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。ただし、国内に事務所又は事業所を有しない者にあっては、

第３号から第５号までに掲げる書類を添付しないことができる。

�～� 省略

� 県税（地方消費税を除く。）及び地方法人特別税について未

納がない旨の証明書（個人住民税の特別徴収の対象となる者に

給与の支払を行っている場合にあっては、当該特別徴収の実施

を証するスタンプの押されたものに限る。）

� 省略

様式第１号（第３条関係） 競争入札参加資格審査申請書

省略 省略

～ 年度競争入札参加資格審査申請書

省略

～ 年度における愛媛県の製造の請負等に係る競争

入札参加資格の審査を受けたいので、次のとおり関係書類を

添えて申請します。

なお、この申請書及び添付書類の全て の記載事項につい

ては、事実と相違ないことを誓約します。

１ 申請要件（該当する□にレ印を付すこと。）

□ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者

でないこと。

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

・ 年度競争入札参加資格審査申請書

省略

・ 年度における愛媛県の製造の請負等に係る競争

入札参加資格の審査を受けたいので、次のとおり関係書類を

添えて申請します。

なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項につい

ては、事実と相違ないことを誓約します。

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

注 不要の文字は、抹消すること。

様式第５号（第６条関係） 競争入札参加資格審査申請書等記載事

項変更等届出書

様式第５号（第６条関係） 競争入札参加資格審査申請書等記載事

項変更等届出書

省略

～ 年度競争入札参加資格審査申請について、次の

とおり変更（事業の休止又は廃止）をしましたので、関係書

類を添えて提出します。

なお、この変更等届出書及び添付書類の全て の記載事項

については、事実と相違ないことを誓約します。

省略

・ 年度競争入札参加資格審査申請について、次の

とおり変更（事業の休止又は廃止）をしましたので、関係書

類を添えて提出します。

なお、この変更等届出書及び添付書類のすべての記載事項

については、事実と相違ないことを誓約します。

省略 省略

注 不要の文字は、抹消すること。

〃 近 藤 和 廣 西条市中野甲１５５番地

〃 丹 政 尚 西条市洲之内甲７３９番地

〃 宇佐美 金 正 西条市安知生４５番地

〃 西 坂 道 輝 西条市西田甲５３０番地

〃 日 野 哲 也 西条市坂元甲４８０番地４

〃 村 上 和 孝 西条市野々市５９番地

〃 瀬 尾 宗 孝 西条市禎瑞６４１番地

監 事 高 橋 謙 侍 西条市西泉乙３８１番地４

〃 伊 藤 依 英 西条市洲之内甲１９３番地

〃 伊 藤 龍 二 西条市中野甲１５１７番地第２
役員の種類 氏 名 住 所

理 事 � 門 義 美 西条市中野甲１５４６番地

〃 明 比 勲 西条市中野甲９２４番地

〃 松 本 省 三 西条市中野甲４９２番地

愛 媛 県 報平成２８年１０月２１日 第２８１８号
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�愛媛県告示第１１６４号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２８年１０月２１日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第１１６５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２８年１０月２１日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第１１６６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２８年１０月２１日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第１１６７号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改

正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２８年１０月２１日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 � 門 忠 夫 西条市中野甲１４１１番地２

〃 明 比 勲 西条市中野甲９２４番地

〃 塩 崎 宗三郎 西条市中野甲６７２番地

〃 近 藤 和 廣 西条市中野甲１５５番地

〃 丹 政 尚 西条市洲之内甲７３９番地

〃 宇佐美 金 正 西条市安知生４５番地

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０１００７８９ 社会福祉法人松山手を
つなぐ育成会

愛媛県松山市北吉田町
７７番地３４ 岡 部 國 男 放課後等デイ

サービス
多機能型事業所つくし
ステップ

愛媛県松山市別府町１７
９－９

平成２８年
１０月１日

３８５０１００７９７ 株式会社マルク 愛媛県松山市吉藤３丁
目４番６号 北 野 順 哉 放課後等デイ

サービス マルクスコラ山越教室
愛媛県松山市山越４丁
目４番３５号エクセル丸
榮１１０

平成２８年
１０月１日

３８５０１００８０５ 株式会社にじいろ 愛媛県松山市市坪北１
丁目１２－２７ 中 田 純 子 児童発達支援 児童発達支援にじいろ 愛媛県松山市小栗３丁

目１－４５
平成２８年
１０月１日

３８５０１００８０５ 株式会社にじいろ 愛媛県松山市市坪北１
丁目１２－２７ 中 田 純 子 放課後等デイ

サービス
放課後等デイサービス
にじいろ

愛媛県松山市小栗３丁
目１－４５

平成２８年
１０月１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社 ＦＵＮＫＹ ＦＡＭＩＬＹ
ＣＯＭＰＡＮＹ ケアサポート とにかく笑えれば 愛媛県伊予市双海町上灘甲５８１２番地２ 平成２８年９月１日 訪問介護

〃 西 坂 道 輝 西条市西田甲５３０番地

〃 日 野 哲 也 西条市坂元甲４８０番地４

〃 村 上 和 孝 西条市野々市５９番地

〃 瀬 尾 宗 孝 西条市禎瑞６４１番地

監 事 難波江 好 美 西条市楢木１４４番地４

〃 伊 藤 依 英 西条市洲之内甲１９３番地

〃 伊 藤 龍 二 西条市中野甲１５１７番地第２

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

医療法人 順風会 居宅介護支援事業所 長安 愛媛県東温市志津川甲２９番地１ 平成２８年９月３０日 居宅介護支援

愛 媛 県 報平成２８年１０月２１日 第２８１８号
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�愛媛県告示第１１６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市泊土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨

の届出があった。

平成２８年１０月２１日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�愛媛県告示第１１６９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２８年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社 ＦＵＮＫＹ ＦＡＭＩＬＹ
ＣＯＭＰＡＮＹ ケアサポート とにかく笑えれば 愛媛県伊予市双海町上灘甲５８１２番地２ 平成２８年９月１日 介護予防訪問介護

監 事 中 村 善 文 松山市泊町５７７番地

〃 中 川 保 松山市泊町５１３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 池 真 悟 松山市泊町９７１番地

〃 門 屋 明 人 松山市泊町７５８番地

〃 小 池 洋 司 松山市泊町８２２番地

〃 松 本 峰 夫 松山市泊町１０４番地

〃 石 丸 國 雄 松山市泊町４９７番地

監 事 中 村 善 文 松山市泊町５７７番地

〃 小 池 俊 就 松山市泊町９７９番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 池 真 悟 松山市泊町９７１番地

〃 門 屋 明 人 松山市泊町７５８番地

〃 小 池 洋 司 松山市泊町８２２番地

〃 松 本 峰 夫 松山市泊町１０４番地

〃 石 丸 國 雄 松山市泊町４９７番地

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２３）第１１２８２号 平成２３年
９月１９日 �吉尾電気工事所 吉尾 浩和 大洲市徳森５１２－２４ 平成２８年

９月５日 電気工事業 建設業の廃止

（般－２４）第１７０４５号 平成２４年
７月２０日 �真建 井上 順一 大洲市平野町野田３１８３ 平成２８年

９月５日
土木工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２３）第９２３０号 平成２３年
９月２０日 南予電器水道 善家 博 南宇和郡愛南町御荘平城

２１７０
平成２８年
９月１４日

土木工事業、電気工事業
管工事業、水道施設工事業 建設業の廃止

（般・特－２６）第５７８号 平成２７年
３月２日 飛田建設� 飛田 泰広 西宇和郡伊方町湊浦１－

１
平成２８年
９月２０日

土木工事業、建築工事業
とび・土工工事業
管工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２４）第１２０９８号 平成２５年
１月３１日 �ジオックス 二宮 雅文 宇和島市和霊元町１－２

－１８
平成２８年
９月２３日

建築工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－２６）第１１５３３号 平成２６年
１２月９日 �篠原建設 篠原 孝 喜多郡内子町大瀬北３２２０ 平成２８年

９月２３日 大工工事業、屋根工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２８）第１１１８６号 平成２８年
７月１０日 �吉村建設 吉村三津子 南宇和郡愛南町中川７０８ 平成２８年

９月２７日

とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２８年１０月２１日 第２８１８号
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公 告

�公 告

平成２９年度から平成３１年度までにおいて県が発注する製造の請負、

物件の売買、役務の提供その他の契約（建設工事及び森林整備工事

並びにこれらに付随する測量、調査又は設計の業務委託に係る契約

を除く。以下「製造の請負等」という。）に係る一般競争入札又は

指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な

資格（以下「資格」という。）並びにその審査の申請（以下「申請」

という。）の時期及び方法等を、次のとおり定めた。

平成２８年１０月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 営業種別

� 文具・事務用機器類

� 機械器具類

� 自動車・舟艇類

� 印刷・製本類

� 薬品類

� 石油・燃料類

� 工事材料類

� 家具類

	 その他

２ 製造の請負等に係る競争入札に参加することができない者

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項各号のいずれかに該当する者

� 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同令第１６７条の１１第１

項において準用する場合を含む。）の規定により県の入札に参

加させないこととされている者

３ 資格

� 競争入札に参加することができる者は、製造の請負等に係る

競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成８年

２月愛媛県告示第１９２号）第２条第２項各号に掲げる要件のす

べてを満たす者であって、同条第１項の規定による審査（以下

「資格審査」という。）を受け、適格と認められたものとする。

� �の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、資格
を有しないものとする。

ア 営業に必要な許可、認可等を得ていない者

イ 資格審査を申請する日前２年間において、振り出した手形

又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停止されている

者

４ 申請の時期

平成２８年１１月１４日（月）から１２月１６日（金）までの執務時間中

（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。

なお、その後も、随時、申請を受け付けるが、この場合には、

競争入札に間に合わないことがある。

５ 申請書類の交付方法及び提出先

� 交付方法

県ホームページの申請書等電子配布サービス（http://www.pref

.ehime.jp/kense/denshigyose/shinsesho/index.html）によるほ

か、別表に掲げる申請書類の提出先のいずれかに対し請求があ

れば交付する。

� 提出先

別表のとおりとする。

６ 申請書類の作成に用いる言語及び通貨

� 申請書類の作成に用いる言語は、原則として、日本語とする

こと。

� 申請書類のうち、外国語で記載したものは、日本語の訳文を

付記し、又は添付すること。

� 申請書類の金額欄については、外国の通貨単位によらず、出

納官吏事務規程（昭和２２年大蔵省令第９５号）第１６条に規定する

外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載すること。

７ 資格の審査結果の通知

申請者には、資格の審査結果を文書で通知する。

８ 資格の効力

資格は、平成２９年度から平成３１年度までの製造の請負等に係る

競争入札について効力を有する。

９ 平成３２年度から平成３４年度までの資格審査

平成３２年度から平成３４年度までの製造の請負等に係る競争入札

に参加する者の資格については、平成３１年１０月に公示を行う予定

であるので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。

１０ 問い合わせ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２１５６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町足成ダバ８３７番地先から

同町足成ダバ８４０番地先まで
平成２８年１０月２１日

愛 媛 県 報平成２８年１０月２１日 第２８１８号
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別表（５関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申 請 者 の 住 所

愛媛県出納局会計課用品調達係
〒７９０－８５７０
松山市一番町４－４－２
電話番号 ０８９－９１２－２１５６

松山市、伊予市、東温市、�
万高原町、松前町、砥部町、
県外

東予地方局総務企画部総務県民課総務係
〒７９３－００４２
西条市喜多川７９６－１
電話番号 ０８９７－５６－１３００（内線２０５）

又は
東予地方局今治支局総務県民室総務県民防災グループ
〒７９４－８５０２
今治市旭町１－４－９
電話番号 ０８９８－２３－２５００（内線２０１）

新居浜市、西条市、四国中央
市

今治市、上島町

南予地方局総務企画部総務県民課総務係
〒７９８－８５１１
宇和島市天神町７－１
電話番号 ０８９５－２２－５２１１（内線２０５）

又は
南予地方局八幡浜支局総務県民室総務県民グループ
〒７９６－００４８
八幡浜市北浜１－３－３７
電話番号 ０８９４－２２－４１１１（内線２１０）

宇和島市、松野町、鬼北町、
愛南町

八幡浜市、大洲市、西予市、
内子町、伊方町
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教育委員会規則

�愛媛県教育委員会規則第４号
愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２８年１０月２１日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則（昭和３９年愛媛県教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１の１（第２条関係） 別表第１の１（第２条関係）

学校名

全日制の課程 定時制の課程

学校名

全日制の課程 定時制の課程

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生徒

定員

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生徒

定員

省略 省略

西条高等

学校

３年 普通科

理数科

国際文理国

際科

国際文理理

数科

商業科

６００

４０

８０

１２０

省略 西条高等

学校

３年 普通科

理数科

国際文理国

際科

国際文理理

数科

商業科

６４０

８０

４０

１２０

省略

省略 省略

今治南高

等学校

３年 普通科

園芸クリエ

イト科

６００

１２０

今治南高

等学校

３年 普通科

園芸クリエ

イト科

６４０

１２０

省略 省略

今治工業

高等学校

３年 機械科

機械造船科

電気科

情報技術科

環境化学科

繊維デザイ

ン科

４０

８０

１２０

１２０

１２０

１２０

今治工業

高等学校

３年 機械科

機械造船科

電子機械科

電気科

情報技術科

環境化学科

繊維デザイ

ン科

８０

４０

４０

１２０

１２０

１２０

１２０

省略 省略

松山商業

高等学校

３年 商業科

流通経済科

国際経済科

地域ビジネ

ス科

情報ビジネ

ス科

２４０

３６０

８０

４０

３６０

省略 松山商業

高等学校

３年 商業科

流通経済科

国際経済科

情報ビジネ

ス科

２４０

３６０

１２０

３６０

省略

省略 省略

八幡浜高

等学校

３年 普通科

商業科

４８０

１２０

省略 八幡浜高

等学校

３年 普通科

商業科

４８０

１６０

省略
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

（高等学校の入学定員の特例）

２ 別表第１の１備考２本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の学科については、平成２９年度における第１学年の入学定員は、当

該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学校名
全日制の課程

学科 入学定員

西条高等学校 国際文理国際科

国際文理理数科
４０

今治工業高等学校 機械造船科 ４０

松山商業高等学校 地域ビジネス科 ４０

（高等学校の入学定員の適用除外）

３ 次の表に掲げる学校の学科については、別表第１の１備考２の規定は、適用しない。

学校名
全日制の課程

備考
学科

松山商業高等学校 国際経済科 平成２９年度から生徒募集を停止

（特別支援学校の入学定員の特例）

４ 別表第４備考本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の高等部の学科については、平成２９年度における第１学年の入学定員は、

当該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学校名
学校が行う教

育の対象者
部 学科 入学定員

松山城北分校 知的障害者 高等部 本科 普通科 １６

新居浜特別支援学校 知的障害者 高等部 本科 普通科 ３２

省略 省略

南宇和高

等学校

３年 普通科

農業科

３６０

１２０

南宇和高

等学校

３年 普通科

農業科

４００

１２０

備考 省略

別表第４（第４条関係）

備考 省略

別表第４（第４条関係）

学校名

学校が行

う教育の

対象者

部
修業

年限
学科

生徒

定員
学校名

学校が行

う教育の

対象者

部
修業

年限
学科

生徒

定員

省略 省略

松山城北

分校

知的障害

者

高等部 本科 ３年 普通科

産業科

３２

２４

松山城北

分校

知的障害

者

高等部 本科 ３年 普通科

産業科

２４

２４

省略 省略

新居浜特

別支援学

校

知的障害

者

省略 新居浜特

別支援学

校

知的障害

者

省略

高等部 本科 ３年 普通科

産業科

８０

２４

高等部 本科 ３年 普通科

産業科

７２

２４

省略 省略

備考 省略 備考 省略
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教育委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第９号
平成２９年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項を次のように

定める。

平成２８年１０月２１日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

平成２９年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項

平成２９年度愛媛県県立高等学校の入学者の選抜は、この要項に基

づいて実施する。ただし、通信制の課程及び専攻科の入学者の選抜

は、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が別に定

める要領により行う。

第１ 募集

１ 平成２９年度県立高等学校の第１学年の募集定員は、別に定め

る。

２ 職業教育を主とする学科のうち、農業、工業、商業及び水産

に関する各学科においては、それぞれに属する２以上の小学科

について、一括して募集すること（以下「くくり募集」という。）

ができる。

また、国際文理国際科及び国際文理理数科（以下「国際文理

科」という。）についてはくくり募集する。

さらに、理数科及び国際文理科については、普通科とのくく

り募集ができる。

第２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則（昭

和３８年愛媛県教育委員会規則第１５号）の定めるところによる。

第３ 一般入学者選抜

１ 実施学科

平成２９年度入学者の募集を行う全日制の課程及び定時制の課

程の全ての学科について実施する。

２ 募集人員

一般入学の募集人員は、全日制の課程にあっては当該学科の

募集定員から当該学科の推薦入学確約者数を差し引いた数と、

定時制の課程にあっては当該学科の募集定員とする。

なお、くくり募集をする学科にあっては、当該募集の単位を

もって学科とみなす。

３ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

ア 平成２９年３月末日までに中学校若しくはこれに準ずる学

校若しくは義務教育学校（以下「中学校等」という。）を

卒業する見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了す

る見込みの者

イ 中学校等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修

了した者

ウ 中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められ

る者

� 出願期間

ア 出願期間は、平成２９年２月１７日（金）午前９時から同月

２３日（木）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日

を除く日の午前９時から午後４時まで（同月２３日（木）に

あっては、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

イ 保護者の転勤に伴う県外からの出願については、�の志
願変更期間中も出願することができる。

� 出願制限

ア 入学志願者は、二つ以上の県立高等学校又は課程に出願

することはできない。

イ 入学志願者は、次の�又は�に該当する場合を除いては、
二つ以上の学科に出願することはできない。

� 同一学校、同一課程の農業、工業、商業又は水産に関

する各学科のいずれかに属する二つの小学科を志望する

場合で、当該小学科のうち一つの小学科を第２志望とす

るとき。この場合において、くくり募集をする小学科に

あっては、当該募集の単位をもって一つの小学科とみな

す。

� 理数科又は国際文理科に出願する場合で、当該県立高

等学校の普通科を第２志望とするとき。

� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に入学選考料（全日制の課程２，

２００円、定時制の課程９５０円）に相当する愛媛県収入証紙を

貼付し、受検票を添え、在籍又は出身の中学校等又は中等

教育学校の校長（以下「中学校長」という。）を経て（在

籍及び出身の中学校等及び中等教育学校のない場合にあっ

ては、直接）、志願先の高等学校の校長（以下「志願先高

等学校長」という。）に提出しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

� 県外からの入学志願者は、アにより提出する書類に愛

媛県県立高等学校入学志願理由書を添えて志願先高等学

校長に提出しなければならない。ただし、志願変更期間

中における保護者の転勤に伴う県外からの出願について

は、愛媛県県立高等学校入学志願理由書に代えて、保護

者の転勤に伴う入学志願許可申請書を志願先高等学校長

に提出しなければならない。

� 高等学校長は、入学志願理由書又は入学志願許可申請

書の提出があった場合は、志願の理由が適当と認められ

た者について、出願期間中（保護者の転勤に伴う志願変

更期間中の出願にあっては、志願変更期間中）に、県外

からの入学志願者受付承認願２部を教育長に提出し、承

認を受けるものとする。

ウ 中学校長は、受検に当たって特別な措置が必要と判断さ

れる者が志願する場合には、平成２９年１月１３日（金）まで

に学力検査に関する特別措置願を志願先高等学校長に提出

するものとする。

高等学校長は、特別措置願の提出があった場合は、その

写しを平成２９年１月２０日（金）までに教育長に提出し、協

議するものとする。

エ 中学校等又は中等教育学校において年間３０日以上の長期

欠席のある入学志願者は、本人の希望により、欠席の理由

等を記載した自己申告書（厳封すること。）を入学願書に

添え、志願先高等学校長に提出することができる。

オ 海外帰国生徒等としての扱いを希望する場合の手続は、

次のとおりとする。

� 海外帰国生徒等としての扱いを希望する者は、平成２９
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年１月１３日（金）までに海外帰国生徒等取扱措置願を志

願先高等学校長に提出しなければならない。ただし、や

むを得ない事情で、期限内に提出ができない場合は、そ

の事情を記した事由書を添えて提出するものとする。

� 高等学校長は、海外帰国生徒等取扱措置願の提出があ

った場合は、その写しを平成２９年１月２０日（金）までに

教育長に提出し、当該者の海外現地校在学その他海外経

験等の事情を勘案し、学力検査の実施等に関し講ずべき

措置について協議するものとする。

� 海外帰国生徒等とは、保護者とともに県内に住所を有

する者又は入学日までに県内に住所を有する予定の者で、

帰国後の期間（帰国した日から平成２９年２月１６日までの

期間をいう。）が３年以内であり、かつ、外国における

在住期間が、帰国時から遡り継続して１年以上であるも

のをいう。ただし、保護者が引き続き海外に居住する場

合は、県内に保護者に代わる身元引受人がいる者に限る。

� 志願変更

出願手続を終えた者で、学校、課程又は学科の志願変更を

希望するものは、平成２９年２月２４日（金）午前９時から同年

３月２日（木）正午までの間に、いずれの学校、いずれの課

程、いずれの学科へでも１回に限り志願変更をすることがで

きる。この場合において、定時制の課程から全日制の課程へ

志願変更をするときは、入学選考料の不足額（１，２５０円）に

相当する愛媛県収入証紙を添えなければならない。

志願変更の受付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の午前

９時から午後４時まで（同年３月２日（木）にあっては、午

前９時から正午まで）とする。

４ 報告書

� 中学校長は、次の報告書を、平成２９年２月２４日（金）午前

９時から同年３月２日（木）正午までの間に、志願先高等学

校長に提出するものとする。

ア 調査書

イ 学習成績等一覧表

� 中学校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を提出でき

ないときは、その事情を記した事由書及び当該報告書に代わ

る参考資料を提出するものとする。

� 志願先高等学校長は、報告書の内容について、必要があれ

ば中学校長に説明を求めることができる。

５ 学力検査等

� 学力検査

入学志願者全員に対して、次により学力検査を行う。

ア 検査教科

� 全日制の課程

国語、社会、数学、理科及び英語の５教科とする。

� 定時制の課程

国語並びに社会、数学、理科及び英語のうちから入学

志願者が選択する２教科の３教科とする。

イ 検査問題

平成２９年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学

力検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及

び合格者の発表の日について（平成２８年３月３１日愛媛県教

育委員会公告）１�イに定めるところによる。
� 実技テスト

今治工業高等学校繊維デザイン科及び松山南高等学校砥部

分校デザイン科（以下「工業に関するデザイン科」という。）

の入学志願者（当該学科を第２志望とする者を含む。�にお
いて同じ。）に対して、実技テストを行う。

実技テストは、基本的な題材を鉛筆で表現するものとし、

内容については、当日指示する。

� 面接

ア 入学志願者全員に対して、面接を行う。

イ 工業に関するデザイン科の入学志願者の面接は、実技テ

スト終了後に行う。

� 期日及び日程

期 日 時 間 教 科 等

平成２９年
３月８日（水）

９：００～９：３０ 点呼・受検上の注意

９：４５～１０：３０ 国 語

１０：４５～１１：１０ 国 語（作文）

１１：２５～１２：１５ 理 科

１２：１５～１３：１０ （昼 食）

１３：１５～１４：０５ 社 会

平成２９年
３月９日（木）

９：００～９：３０ 点呼・受検上の注意

９：４５～１０：３５ 数 学

１０：５０～１１：５０ 英 語

１１：５０～１２：５０ （昼 食）

１３：００～
面 接

（工業に関するデザイン科
にあっては、実技テスト
（３０分）終了後に面接）

� 検査場

検査場は、志願先の高等学校（本校又は分校）とする。

６ 入学者の選抜方法

� 高等学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び実

技テストの結果を資料とし、当該高等学校、学科等の特色を

踏まえて、その教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に

判定して入学者を選抜する。

� 合格者の決定は、次の方法による。

ア 全日制の課程

� 学力検査の成績は、各教科５０点満点とし、合計２５０点

満点とする。ただし、理数科及び総合学科については、

傾斜配点を実施することができる。この場合において、

理数科にあっては数学と理科の得点を、総合学科にあっ

ては５教科の中で得点が高い２教科の得点を１．５倍して、

それぞれ７５点満点とし、検査を実施する５教科の合計を

３００点満点とする。

� 調査書点（調査書の各教科の学習の記録の第１学年か

ら第３学年までにおいて履修した必修教科の評定の合計

をいう。以下同じ。）は、１３５点満点とする。

� 調査書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面接及

び実技テストの評価方法等については、高等学校長が定

めるものとする。

� 次の第１選抜及び第２選抜の順に選抜し、合格者を決

定する。ただし、入学志願者数が募集人員を下回ってい

る場合は、ａ及びｂ中「募集人員」とあるのは、「入学
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志願者数」と読み替えるものとする。

ａ 第１選抜

調査書点が上位から募集人員の９０パーセント程度以

内にある者のうち、調査書の記録並びに面接及び実技

テストの結果が良好な者を対象にして、学力検査の成

績の上位順に募集人員の７０パーセント程度の者を選抜

する。この場合において、農業、工業、商業若しくは

水産に関する各学科、理数科又は国際文理科にあって

は、当該学科を第１志望とする者を対象とする。

ｂ 第２選抜

第１選抜で選抜されなかった全ての者を対象に、学

力検査の成績に基づく得点（以下「Ａ」という。）、

調査書点に基づく得点（以下「Ｂ」という。）、調査

書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面接及び実

技テストの評価に基づく得点（以下「Ｃ」という。）

を用いて、募集人員の３０パーセント程度の者を選抜す

る。この場合において、農業、工業、商業若しくは水

産に関する各学科、理数科又は国際文理科を置く高等

学校における普通科の第２選抜については、当該学科

を第２志望とする者も対象に含むものとする。

Ａ、Ｂ及びＣの合計は５００点満点とする。また、Ａ、

Ｂ及びＣの満点の比率は、Ａは３から６までの、Ｂ及

びＣは２から４までの範囲の整数とし、Ａ、Ｂ及びＣ

の満点の比率の合計が１０となるように高等学校長が当

該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

なお、学力検査の成績、調査書の記録又は面接若し

くは実技テストの結果のいずれかにより成業の見込み

がないと判断した場合には、合格者としない。

おって、具体的な得点の算出方法は次の表のとおり。

【普通科及び専門学科（理数科
を除く。）】

【理数科及び総合学科】

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３２５０１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３３００１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

注１ Ａの満点の比率をｘと、Ｂの満点の比率をｙとする。

２ 学力検査の成績に 又は を乗じてＡを、調査書点に

を乗じてＢを算出するときは、分子を乗じた後に分母で除

すること（小数点以下の端数が生じる場合は、切り上げるもの
とする。）。

＜普通科の算出例＞
普通科でＡ、Ｂ、Ｃの満点の比率をそれぞれ６、２、
２とした場合

Ａ＝学力検査の成績× （３００点満点）

Ｂ＝調査書点× （１００点満点）

Ｃ＝調査書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面
接及び実技テストの評価の得点を換算（１００点満
点）

５０x
２５０

５０x
３００

５０y
１３５

３００
２５０

１００
１３５

イ 定時制の課程

� 学力検査の成績は、検査を実施する３教科とも５０点満

点とし、合計１５０点満点とする。

� 調査書点は、１３５点満点とする。

� 合格者の決定方法は、全日制の課程に準ずる。ただし、

高等学校長の判断により、第１選抜を行わず、第２選抜

の方法のみによって全ての合格者を決定することができ

る。

また、第２選抜のＡ、Ｂ及びＣの満点の比率及び得点

については全日制の課程に準ずるものとし、高等学校長

が当該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

第２選抜における具体的な得点の算出方法は、次の表

のとおり。

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３１５０１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

注１ Ａの満点の比率をｘと、Ｂの満点の比率をｙとする。

２ 学力検査の成績に を乗じてＡを、調査書点に を乗じ

てＢを算出するときは、分子を乗じた後に分母で除すること
（小数点以下の端数が生じる場合は、切り上げるものとする。）。

５０x
１５０

５０y
１３５

� 全日制の課程における普通科の通学区域外からの入学志願

者については、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則

第４条の規定に従って選抜する。

� 海外帰国生徒等の入学志願者で、第３の３�オ�の協議に
おいて措置を講ずる必要があると認められたものについては、

�及び�にかかわらず、高等学校長は、当該協議に基づき、
当該高等学校の教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に

判定して入学者を選抜する。この場合において、当該高等学

校の第１学年の学級数を限度とする員数については、募集定

員を超えることができるものとする。

� 入学志願者から提出された自己申告書については、記載さ

れた内容によって不利が生ずることのないよう、選抜に際し

て入学志願者を理解するための補助資料として扱うものとす

る。

７ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２９年３月１７日（金）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

８ 学力検査の得点等の口頭による開示請求

� 学力検査の得点等については、愛媛県個人情報保護条例

（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、

口頭により開示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成２９年

３月１７日（金）から１月間とする。

� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であること

を確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日、日曜日
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及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３

条に規定する休日を除く日の午前９時（平成２９年３月１７日

（金）にあっては、午前１０時）から午後５時（夜間定時制課

程にあっては、午後９時）までの間に、志願先の高等学校で

行うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

調査書点並びに学力検査の教科別得点及びその合計得点

第４ 推薦入学者選抜

１ 実施学科

平成２９年度入学者の募集を行う全日制の課程の全ての学科に

ついて実施する。

２ 募集人員

推薦入学の募集人員は、普通科、理数科及び国際文理科にあ

っては当該学科の募集定員の５パーセントから１５パーセントま

で程度の範囲内で、職業教育を主とする学科及び総合学科にあ

っては当該学科の募集定員の２０パーセントから３０パーセントま

で程度の範囲内で、高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定

め、事前に公表する。

なお、くくり募集をする学科にあっては、当該募集の単位を

もって学科とみなす。

３ 出願

� 出願資格

ア 推薦入学を志願できる者は、平成２９年３月末日までに県

内の中学校等を卒業する見込みの者又は中等教育学校の前

期課程を修了する見込みの者であって、次の要件の全てに

該当し、かつ、在籍の中学校等又は中等教育学校の校長

（以下「在籍中学校長」という。）が推薦するものとする。

� 当該高等学校・学科を志望する動機や理由が明白で適

切であること。

� 当該高等学校・学科に適性及び興味・関心を有するこ

と。

� 人物が優れていること。

� 調査書の記録が良好であり、当該高等学校・学科にお

ける学習活動に成果が期待できること。

� 次の要件のいずれかに該当すること。

ａ 特別活動において優れた実績を有すること。

ｂ 校内外のスポーツ活動、文化活動、奉仕活動等のう

ち、いずれかの分野において、熱心な活動が見られる

こと又は優れた成果を上げていること。

ｃ 理数科、国際文理科又は職業教育を主とする学科を

志願する者にあっては、調査書の各教科の学習の記録

のうち、それぞれの学科に関連した教科において秀で

ていること。

イ 出願資格の詳細については、高等学校長が、当該高等学

校の教育目標、学科の特色、地域性等を十分考慮して定め

るものとする。

� 出願期間

出願期間は、平成２９年１月２３日（月）午前９時から同月３０

日（月）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除

く日の午前９時から午後４時まで（同月３０日（月）にあって

は、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限

推薦入学志願者は、二つ以上の県立高等学校又は学科に出

願することはできない。ただし、くくり募集をする学科にあ

っては、当該募集の単位をもって学科とみなす。

� 出願手続

ア 在籍中学校長は、推薦に当たっては、在籍中学校長を委

員長とする推薦委員会を設け、適切な推薦入学志願者を決

定するものとする。

イ 県内の中学校等又は中等教育学校において推薦入学志願

者として認められた者は、推薦入学願書に入学選考料（２，

２００円）に相当する愛媛県収入証紙を貼付し、推薦入学受

検票及び自己アピール書とともに、在籍中学校長に提出し

なければならない。

ウ 在籍中学校長は、推薦入学願書、推薦入学受検票及び自

己アピール書を報告書とともに、出願期間内に志願先高等

学校長に提出するものとする。

４ 報告書

在籍中学校長から志願先高等学校長に提出する報告書は次の

とおりとする。

� 調査書

� 推薦書

５ 作文、小論文、面接、集団討論等

� 作文、小論文、面接及び集団討論

推薦入学志願者全員に対して、作文及び小論文のうちから

少なくとも一つ並びに面接及び集団討論のうちから少なくと

も一つの合わせて二つ以上を行う。

なお、作文、小論文、面接及び集団討論の選定その他実施

内容は、高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定め、事前

に公表する。

� 実技テスト

工業に関するデザイン科の推薦入学志願者に対して、実技

テストを行う。

実技テストは、基本的な題材を鉛筆で表現するものとし、

内容については、当日指示する。

� 学力検査

学力検査は、行わない。

� 期日及び日程

期 日 時 間 作文・小論文、面接・集団討論
等

平成２９年
２月９日（木）

９：００～ 点呼・受検上の注意

点呼・受検上
の注意終了後 作文・小論文

作文・小論文
終了後

面接・集団討論
（工業に関するデザイン科にあ
っては、実技テスト（３０分）終
了後に面接・集団討論）

� 検査場

検査場は、志願先の高等学校（本校又は分校）とする。

６ 推薦入学者の選抜方法

高等学校長は、自己アピール書、報告書並びに作文、小論文、

面接、集団討論及び実技テストの結果を資料とし、当該高等学

校、学科等の特色を踏まえて総合的に判定し、推薦入学者を選

抜する。

７ 合格内定者の通知

� 高等学校長は、平成２９年２月１４日（火）午前１０時から同月
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１６日（木）正午までの間に、在籍中学校長に選抜の結果を推

薦入学者選抜結果通知書により通知するとともに、合格内定

通知書を交付する。

� 在籍中学校長は、合格内定者に合格内定通知書及び入学確

約書の用紙を交付するものとする。

� 合格内定通知書の交付を受けた者は、在籍中学校長を通じ、

入学確約書を平成２９年２月２１日（火）正午までに志願先高等

学校長に提出しなければならない。

８ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２９年３月１７日（金）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

第５ 定時制の課程の第２次募集

１ 実施学科

平成２９年３月８日（水）及び９日（木）に実施した一般入学

者選抜（以下「第１次募集」という。）における合格者数が募

集定員に満たない定時制の課程の学科について、第２次募集を

行うものとする。

２ 募集人員

募集定員から第１次募集における合格者数を差し引いた数を

第２次募集の募集人員とし、平成２９年３月１７日（金）午前１０時

に、当該高等学校に掲示する。

３ 出願

� 出願資格

第３の３�に定める出願資格を有する者とする。
� 出願期間

出願期間は、平成２９年３月２１日（火）午前９時から同月２９

日（水）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除

く日の午前９時から午後４時まで（同月２９日（水）にあって

は、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限及び出願手続

第１次募集の場合に準ずる。

� 志願変更

志願変更は、できないものとする。

４ 報告書

第１次募集の場合に準ずる。ただし、提出期間は、平成２９年

３月２１日（火）午前９時から同月２９日（水）正午までとし、学

習成績等一覧表は、提出を要しない。

５ 学力検査等

第１次募集の場合に準ずる。ただし、学力検査及び面接の実

施期日及び日程は、次による。

期 日 時 間 教 科 等

平成２９年
４月３日（月）

９：３０～１０：００ 点呼・受検上の注意

１０：１５～１０：４５ 国 語

１１：００～１２：００ 社会・数学・理科・英語の
うち２教科を選択受検

１２：００～１３：００ （昼 食）

１３：１０～ 面 接

６ 入学者の選抜方法

第１次募集の場合に準ずる。

７ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２９年４月４日（火）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

８ 学力検査の得点等の口頭による開示請求

第１次募集の場合に準ずる。ただし、口頭による開示請求を

することができる期間は、平成２９年４月４日（火）から１月間

とする。

第６ その他

１ 既に納付した入学選考料は、一切返還しない。

２ 出願に関して、虚偽又は不正の事実が判明した場合は、高等

学校長は、当該生徒の合格又は入学許可を取り消すものとする。

３ この要項に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項

は、教育長が定める。
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�愛媛県教育委員会告示第１０号
平成２９年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項を次のよ

うに定める。

平成２８年１０月２１日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

平成２９年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項

平成２９年度愛媛県県立中等教育学校の入学者の選考は、この要項

に基づいて実施する。ただし、第４学年の欠員補充のための編入学

については、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）

が別に定める要領により行う。

１ 募集人員

平成２９年度県立中等教育学校の第１学年の募集人員は、次のと

おりとする。

愛媛県立今治東中等教育学校 １６０名

愛媛県立松山西中等教育学校 １６０名

愛媛県立宇和島南中等教育学校 １６０名

２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立中等教育学校の通学区域に関する規則

（平成１４年愛媛県教育委員会規則第１４号）の定めるところによる。

３ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。

� 平成２９年３月末日までに県内の小学校又はこれに準ずる学校

（以下「小学校等」という。）を卒業する見込みの者

� 平成２９年３月末日までに県外の小学校等を卒業する見込みの

者又は県外の義務教育学校の前期課程を修了する見込みの者で、

教育長が特別に出願を認めたもの

４ 出願期間

出願期間は、平成２８年１２月１５日（木）午前９時から同月２１日

（水）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の

午前９時から午後４時まで（同月２１日（水）にあっては、午前９

時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

５ 出願手続

� 入学志願者は、入学志願書に入学選考料（２，２００円）に相当

する愛媛県収入証紙を貼付し、入学志願理由書、受検票及び入

学予定者選考結果通知用の返信用封筒（長形３号とし、必ず宛

先を明記して８２円切手を貼ること。）を添え、在籍する小学校

等又は義務教育学校の校長（以下「小学校長」という。）を経

て、志願先の中等教育学校の校長（以下「志願先中等教育学校
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長」という。）に提出しなければならない。

� 入学志願者は、二つ以上の県立中等教育学校に出願すること

はできない。

� 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

ア 県外からの入学志願者は、�により提出する書類に県外か
らの入学志願事由書を添えて志願先中等教育学校長に提出し

なければならない。

イ 志願先中等教育学校長は、志願の事由が適当と認められた

者について、出願期間中に、県外からの入学志願受付承認願

２部を教育長に提出し、承認を受けるものとする。

� 小学校長は、受検に当たって特別な措置が必要と判断される

者が志願する場合には、平成２８年１２月８日（木）までに作文、

適性検査及び面接に関する特別措置願を志願先中等教育学校長

に提出するものとする。

中等教育学校長は、特別措置願の提出があった場合は、その

写しを平成２８年１２月１４日（水）までに教育長に提出し、協議す

るものとする。

� 海外帰国児童等としての扱いを希望する場合の手続は、次の

とおりとする。

ア 海外帰国児童等としての扱いを希望する者は、平成２８年１２

月８日（木）までに海外帰国児童等取扱措置願を志願先中等

教育学校長に提出しなければならない。ただし、やむを得な

い事情で、期限内に提出ができない場合は、その事情を記し

た事由書を添えて提出するものとする。

イ 中等教育学校長は、海外帰国児童等取扱措置願の提出があ

った場合は、その写しを平成２８年１２月１４日（水）までに教育

長に提出し、当該者の海外現地校在学その他海外経験等の事

情を勘案し、適性検査の実施等に関し講ずべき措置について

協議するものとする。

ウ 海外帰国児童等とは、保護者とともに県内に住所を有する

者又は平成２９年４月１日までに県内に住所を有する予定の者

で、帰国後の期間（帰国した日から平成２８年１２月１４日までの

期間をいう。）が３年以内であり、かつ、外国における在住

期間が、帰国時から遡り継続して１年以上であるものをいう。

ただし、保護者が引き続き海外に居住する場合は、県内に保

護者に代わる身元引受人がいる者に限る。

６ 志願者数の状況等の公表

中等教育学校長は、出願期間中、その学校の募集人員及び志願

者数の状況を、学校のホームページに掲載し、及び学校の適当な

場所に掲示するものとする。

７ 調査書の提出

� 小学校長は、調査書を平成２８年１２月２６日（月）から同月２８日

（水）又は平成２９年１月４日（水）から同月５日（木）までの

午前９時から午後４時までの間に、志願先中等教育学校長に提

出するものとする。

� 小学校長は、やむを得ない事情で調査書を提出できないとき

は、その事情を記した事由書及び当該調査書に代わる参考資料

を提出するものとする。

� 志願先中等教育学校長は、調査書の内容について、必要があ

れば小学校長に説明を求めることができる。

８ 受検票の交付

中等教育学校長は、平成２８年１２月２６日（月）から平成２９年１月

５日（木）までの間に、受検番号等を記入した受検票を小学校長

を通じて入学志願者に交付する。

９ 作文、適性検査及び面接

入学志願者全員に対して、次により作文、適性検査及び面接を

行う。

� 作文

作文の字数は、６００字程度とする。

� 適性検査

入学志願者の多様な個性や能力などの優れた面を評価すると

ともに、関心・意欲・態度・社会性など学びへの姿勢を問うも

のとする。

� 面接

入学志願者全員に対して、グループ面接を行う。

� 期日及び日程

期 日 時 間 検 査 等

平成２９年
１月９日（月）

８：５０ 集 合
（志願先中等教育学校体育館）

９：００～９：２５ 点呼、受検上の注意

９：４０～１０：３０ 作 文

１０：５０～１１：５０ 適 性 検 査

１１：５０～１２：４０ （昼 食）

１２：４０～ 面 接

� 検査場

検査場は、志願先の中等教育学校とする。

� 受検に当たっての留意事項

ア 作文、適性検査及び面接とも、開始５分前までに入室する

こととし、その開始の時刻までに入室しない者は、原則とし

てその時間の検査等を受検できないものとする。

イ 当日の持参品は、次のとおりとする。

受検票、鉛筆（シャープペンシルも可）、鉛筆削り、消し

ゴム、定規、下敷き（無地）、弁当

ウ イの持参品以外のもの（計算・翻訳・通信等の機能をもっ

た物品等）の検査場への持込みは、禁止する。

１０ 入学予定者の選考

中等教育学校長は、入学志願理由書、調査書並びに作文、適性

検査及び面接の結果を資料として、当該中等教育学校の特色を踏

まえ、入学志願者の意欲や適性等を総合的に判断して、入学予定

者を選考する。

� 調査書の記録並びに作文、適性検査及び面接の取扱いについ

ては、次の方法により行うものとする。

ア 調査書の記録の評価は、５０点満点とし、評価方法等につい

ては、中等教育学校長が定める。

イ 作文、適性検査及び面接の評価は、それぞれ５０点満点とす

る。

� 入学志願理由書については、記載された内容によって不利が

生ずることのないよう、選考に際して入学志願者を理解するた

めの補助資料として扱うものとする。

� 通学区域外からの入学志願者については、愛媛県県立中等教

育学校の通学区域に関する規則第４条の規定に従って選考する。

� 海外帰国児童等の入学志願者で、５�イの協議において措置
を講ずる必要があると認められたものについては、�にかかわ
らず、中等教育学校長は、当該協議に基づき、入学志願者の意

欲や適性等を総合的に判断して、入学予定者を選考する。
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１１ 入学予定者の発表

� 入学予定者の発表は、平成２９年１月１６日（月）午前９時に、

当該中等教育学校において、受検番号を掲示して行う。

� 中等教育学校長は、平成２９年１月１６日（月）午前９時から同

月１８日（水）正午までの間に、入学予定者の選考結果を入学志

願者及び関係小学校長に通知するとともに、入学確約書の用紙

を入学予定者に配布する。

１２ 選考結果の口頭による開示請求

� 選考結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛

媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開

示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成２９年１

月１６日（月）から１月間とする。

� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であることを

確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日及び日曜日を

除く日の午前８時３０分（１月１６日（月）にあっては、午前９時）

から午後５時までの間に、志願先の中等教育学校で行うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

調査書の記録並びに作文、適性検査及び面接の得点

１３ 入学予定者の手続等

� 入学予定者の手続

ア 入学確約書の提出

入学予定者の保護者は、当該入学予定者の受検票を持参の

上、入学確約書を志願先中等教育学校長に提出しなければな

らない。入学確約書の提出期間は、平成２９年１月１６日（月）

の入学予定者の発表後から同月２０日（金）午後４時まで（受

付時間は、午前９時から午後４時まで）とし、この期間に提

出がない場合には、入学の意思がないものとして取り扱うも

のとする。

イ 入学予定者証明書の交付

中等教育学校長は、入学予定者の保護者から入学確約書の

提出があった場合、直ちに入学予定者証明書を交付するもの

とする。

また、中等教育学校長は、入学予定者の保護者に対し、入

学予定者の住所の存する市町村（一部事務組合を含む。以下

同じ。）の教育委員会に、入学予定者を県立中等教育学校へ

就学させる旨を、交付された入学予定者証明書を添えて届け

出るよう、文書により周知するものとする。

ウ 入学の辞退

保護者の転勤等やむを得ない事情により、入学予定者が入

学を辞退しようとする場合、その保護者は、速やかに、入学

辞退届に当該入学予定者の受検票（入学予定者証明書を市町

村の教育委員会へ提出していない場合は入学予定者証明書を

含む。）を添えて、志願先中等教育学校長に提出しなければ

ならない。

� 入学予定者の欠員の補充

ア 中等教育学校長は、入学辞退その他の理由により入学予定

者に欠員を生じた場合には、その都度、あらかじめ定めた補

欠入学予定者を、優先順位の上位から順に、入学の意思を確

認の上、入学予定者とする。この場合において、入学意思の

確認は、関係小学校長を経て行うものとする。

イ 欠員の補充を実施する期間は、平成２９年３月３１日（金）ま

でとする。

ウ 欠員の補充の手続は、�の入学予定者の手続に準じて行う。
この場合において、中等教育学校長は、当該手続等について

関係小学校長を経て通知するものとする。

１４ その他

� 既に納付した入学選考料は、一切返還しない。

� 出願に関して、虚偽又は不正の事実が判明した場合は、中等

教育学校長は、当該児童に係る入学予定者の決定又は入学許可

を取り消すものとする。

� この要項に定めるもののほか、入学者選考に関し必要な事項

は、教育長が定める。
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�愛媛県教育委員会告示第１１号
平成２９年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項を

次のように定める。

平成２８年１０月２１日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

平成２９年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要

項

平成２９年度愛媛県県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の

入学者の選抜は、この要項に基づいて実施する。

第１ 募集人員

平成２９年度県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の第１

学年の募集人員は、別表のとおりとする。

第２ 本科入学者選抜

１ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、その障がいが学校教育法施行令

（昭和２８年政令第３４０号）第２２条の３の表に定める程度の者

で、次のいずれかに該当するものとする。

ア 平成２９年３月末日までに特別支援学校の中学部、中学校

若しくは義務教育学校（以下「中学部等」という。）を卒

業する見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する

見込みの者

イ 中学部等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修

了した者

ウ 中学部等を卒業した者と同等以上の学力があると認めら

れる者

� 出願期間

入学願書の提出期間は、平成２９年１月３０日（月）から２月

１０日（金）までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除く

日の午前９時から午後４時まで（２月１０日（金）にあっては、

午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限

ア 入学志願者は、２以上の県立特別支援学校又は障がい部

門への出願をすることはできない。

イ 入学志願者は、次の�から�のいずれかに該当する場合
を除いては、２以上の学科への出願をすることはできない。

� ２以上の学科を設置する県立特別支援学校（みなら特

別支援学校及び松山城北分校を除く。）の学科を志望す

る場合で、当該校の他の学科を第２志望とするとき。
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� みなら特別支援学校及び松山城北分校の産業科を第１

志望及び第２志望とする場合で、みなら特別支援学校及

び松山城北分校の普通科を第３志望及び第４志望とする

とき。

� みなら特別支援学校又は松山城北分校の産業科を第１

志望とする場合で、みなら特別支援学校及び松山城北分

校の普通科を第２志望及び第３志望とするとき。

� みなら特別支援学校及び松山城北分校の普通科を第１

志望及び第２志望とするとき。

� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に受検票を添えて、在籍又は出

身の中学部等又は中等教育学校の校長（以下「在籍中学部

等校長」という。）を経て（在籍及び出身の中学部等及び

中等教育学校のない場合にあっては、直接）、志願先の特

別支援学校の校長（以下「志願先校長」という。）に提出

しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

� 県外からの入学志願者は、アにより提出する書類に入

学志願理由書を添えて志願先校長に提出しなければなら

ない。

� 志願先校長は、入学志願理由書の提出があった場合は、

志願の理由が適当と認められた者について、速やかに県

外からの入学志願者受付承認願２部を愛媛県教育委員会

教育長（以下「教育長」という。）に提出し、承認を受

けるものとする。

２ 報告書

� 在籍中学部等校長は、次の報告書を、平成２９年２月１３日

（月）午前９時から同月２０日（月）午後４時までの間に、志

願先校長に提出するものとする。

ア 調査書

イ 健康診断票

ウ 眼科診断票（松山盲学校の入学志願者に限る。）

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 在籍中学部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を

提出できないときは、その事情を記した事由書及び当該報告

書に代わる参考資料を添えて提出するものとする。

� 志願先校長は、報告書の内容について、必要があれば在籍

中学部等校長に説明を求めることができる。

３ 学力検査

普通科以外の学科の入学志願者に対して、次により学力検査

を行う。

� 検査教科

当該特別支援学校の校長（以下「特別支援学校長」という。）

が、学校の実態に応じて決定する。

� 検査問題

平成２９年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学力

検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及び合

格者の発表の日について（平成２８年３月３１日愛媛県教育委員

会公告）２�イ�に定めるところによる。
� 期日及び日程

検査期日は、平成２９年３月６日（月）とし、その日程につ

いては、特別支援学校長が定める。

� 検査場

検査場は、志願先の特別支援学校（志願先が松山城北分校

の場合にあっては、みなら特別支援学校）とする。

４ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して、面接を行う。

� 適性検査

ア 特別支援学校長が、学科の特色から判断して必要と認め

る学科の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、特別支援学校長が学科の特色に応じて決定する。

� 期日及び日程

学力検査の検査期日と同じ日とし、その日程については、

特別支援学校長が定める。

� 検査場

検査場は、志願先の特別支援学校（志願先が松山城北分校

の場合にあっては、みなら特別支援学校）とする。

５ 入学者の選抜方法

特別支援学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び

適性検査の結果を資料とし、当該学校、学科等の特色を踏まえ

て、その教育を受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して

入学者を選抜する。

６ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２９年３月２１日（火）午前１０時に、当該

特別支援学校（松山城北分校にあってはみなら特別支援学校）

において、受検番号を掲示して行う。

７ 学力検査結果の口頭による開示請求

� 学力検査の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平

成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口

頭により開示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成２９年

３月２１日（火）から１月間とする。

� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であること

を確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日及び日曜

日を除く日の午前９時（３月２１日（火）にあっては、午前１０

時）から午後５時までに、志願先の特別支援学校（志願先が

松山城北分校の場合にあっては、みなら特別支援学校）で行

うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

学力検査の教科別得点とその合計得点

第３ 専攻科入学者選抜

１ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、その障がいが学校教育法施行令第

２２条の３の表に定める程度の者で、次のいずれかに該当する

ものとする。

ア 平成２９年３月末日までに特別支援学校の高等部、高等学

校又は中等教育学校（以下「高等部等」という。）を卒業

する見込みの者

イ 高等部等を卒業した者又はこれと同等以上の学力がある

と認められる者

� 出願期間

本科入学者選抜の場合に準ずる。

� 高等部本科との併願
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入学志願者は、松山盲学校の高等部本科のいずれかの学科

を第２志望とすることができる。

� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に受検票を添えて、在籍又は出

身の高等部等の校長（以下「在籍高等部等校長」という。）

を経て（在籍及び出身の高等部等のない場合にあっては、

直接）、松山盲学校長に提出しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、本科入学者選抜の場合に準ずる。

２ 報告書

� 在籍高等部等校長は、次の報告書に、入学志願者の卒業証

明書又は卒業見込み証明書を添えて、平成２９年２月１３日（月）

午前９時から同月２０日（月）午後４時までに、松山盲学校長

に提出するものとする。

ア 調査書

イ 健康診断票

ウ 眼科診断票

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 在籍高等部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を

提出できないときは、その事情を記した事由書及び当該報告

書に代わる参考資料を添えて提出するものとする。

� 松山盲学校長は、報告書の内容について、必要があれば在

籍高等部等校長に説明を求めることができる。

３ 学力検査

入学志願者全員に対して、次により学力検査を行う。

� 検査教科

松山盲学校長が、学科の特色に応じて決定する。

� 検査問題

平成２９年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学力

検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及び合

格者の発表の日について（平成２８年３月３１日愛媛県教育委員

会公告）２�イ�に定めるところによる。
� 期日及び日程

検査期日は、平成２９年３月６日（月）とし、その日程につ

いては、松山盲学校長が定める。

� 検査場

検査場は、松山盲学校とする。

４ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して、面接を行う。

� 適性検査

ア 松山盲学校長が、学科の特色から判断して必要と認める

学科の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、松山盲学校長が、学科の特色に応じて決定する。

� 期日及び日程

学力検査の検査期日と同じ日とし、その日程については、

松山盲学校長が定める。

� 検査場

検査場は、松山盲学校とする。

５ 入学者の選抜方法

松山盲学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び適

性検査の結果を資料とし、学科の特色を踏まえて、その教育を

受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して入学者を選抜す

る。

６ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２９年３月２１日（火）午前１０時に、松山

盲学校において、受検番号を掲示して行う。

７ 学力検査結果の口頭による開示請求

本科入学者選抜の場合に準ずる。

第４ その他

この要項に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項は、

教育長が定める。

別表 平成２９年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学定員

学 校 名 学 科 名 入学定員

本 科
普 通 科 ８

松 山 盲 学 校 保健理療科 ８

専 攻 科 理 療 科 ８

ろう

松 山 聾 学 校 本 科
普 通 科 ８

理 容 科 ８

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 本 科 普 通 科 ２４

み な ら 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ５０

産 業 科 １６

み な ら 特 別 支 援 学 校
松 山 城 北 分 校 本 科

普 通 科 １６

産 業 科 ８

今 治 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ５０

産 業 科 １６

宇 和 特 別 支 援 学 校
（ 聴 覚 障 が い 部 門 ） 本 科 普 通 科 ８

宇 和 特 別 支 援 学 校
（ 知 的 障 が い 部 門 ） 本 科

普 通 科 ３０

産 業 科 １６

宇 和 特 別 支 援 学 校
（ 肢 体 不 自 由 部 門 ） 本 科 普 通 科 ８

新 居 浜 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ３２

産 業 科 ８

新 居 浜 特 別 支 援 学 校
川 西 分 校 本 科 普 通 科 ８

計 ３３０
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